
参加
無料

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が、在籍
型出向により労働者のモチベーションを保ちながら雇用を維
持する場合には、出向元と出向先の両方の事業主を助成する

「産業雇用安定助成金」が活用できます。

令和4年 月 日 （火）14:00～15:30

お問合わせ：石川労働局 職業安定部 職業安定課 TEL:076-265-4427

主催： 公益財団法人産業雇用安定センター石川事務所

事業主の皆さまへ

7 26日 時

申込方法

石川労働局･在籍型出向支援ホームページ

https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/zaisekigatasyukkoushien.html 

在籍型出向の概要及びメリット

出向実施企業による事例紹介(株式会社加賀屋）

マッチング支援について

産業雇用安定助成金について

内 容

新型コロナウイルス感染症の影響により
事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ
た事業主が、在籍型出向により労働者の
雇用を維持する場合に、出向元と出向先
の双方の事業主に対して助成します。
(各種要件があります）

開催方法 オンライン開催（Zoom使用）

QRコードまたは石川労働局･在籍型出向支援

ホームページからお申し込みください。

よくわかる
在籍型出向・産業雇用安定助成金

定員
50名


